
【主催】公益財団法人 愛知県労働協会　【後援】愛知県・愛知県労働者福祉協議会

【お問合せ】 キャリアサポートセンターあいち（労働教育）
 （公益財団法人 愛知県労働協会）

愛知県労働協会
LINE公式アカウント
セミナー情報をお届け！ 
友だち追加はこちらから。

愛知県労働協会
メールマガジン
セミナー情報をお届け！ 
登録はこちらから。

※お申込み後２週間経っても受付証等が届かない場合はお手数ですが協会までお問合せください。
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請求書郵送 WEB受講の方 ZOOMウェビナー事前登録案内

会場受講の方

15分前接続

30分前開場
受 講

２週間程度 開催１週間前 当　日

労働協会HPにて受講お申込みや講座の
詳細確認をお願いします。

お申込み・講座詳細はこちらから

令和6年度 労務管理課題別講座1月（Y14）

最新! 労務トラブルへの
初動対応と解決ポイント

WEB受講会 場 受 講

昨今、労働問題は、働き方改革の浸透、労働者の権利意識の高まり、情報や弁護
士へのアクセス容易性等を要因として、複雑化かつ深刻化する事案も増えてきま
した。一方で、そのような労働問題を分析してみると、職場で話し合って解決する
チャンスがあった事案も散見されます。適切な初動対応を心掛けることによって紛
争化を防ぐことは十分に可能です。また労働者が誤った知識を前提に過剰な要求
等をしてきたときに、使用者として毅然とした対応を取ることも重要で、そのため
には使用者も労働法の基礎知識や実務対応を十分に理解していることが不可欠
です。そこで今回は、実務上生じやすい労務トラブルについて、労働者からの主張
や質問に対する適切な初動対応と解決のポイントを、実例を交えて解説します。

杜若経営法律事務所

❷WEB受講

❶ 会場受講

10,000円/名（消費税込）
※録画・録音は禁止。複数人で視聴する場合は人数分の申込み必須。

Zoomウェビナー使用
（ライブ配信のみ） （Zoomアカウント不要、スマホ受講可）

名古屋市中村区名駅四丁目4-38

ウインクあいち

令和7年1月29日（水）
10:00～16:30

・労働事件の使用者側の代理を務めるとともに、数多くの団体交渉に立ち会う。
  企業人事担当者、社会保険労務士向けの研修講師を多数務める。

・著書「労務トラブルの初動対応と解決のテクニック」（日本法令）など
・【Podcast】岸田鑑彦の『間違えないで！労務トラブル最初の一手』
・【YouTube】弁護士岸田とストーリーエディター栃尾の『人馬一体』

（愛知県産業労働センター）
あいち労働総合支援フロア（17階）
セミナールーム

パートナー弁護士  岸田 鑑彦氏

※DX推進の一環としてFAX申込の停止を試験的に導入しています。
※お申込み頂きました個人情報（氏名・住所等）は、お問合わせや案内文書の送付、返信、本人確認のためのみに
　使わせて頂きます。これらの目的以外には、一切使用しません。（協会個人情報保護規程第4条に基づき取り扱います。）
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2 試用期間
�試用期間中に注意指導されたことはありません。いきなり本採用しないといわれ

ても困ります。
�試用期間中にほとんど仕事を任せられていません。どのように適性が無いと判断し

たのですか？
�試用期間中に体調不良になって働けていません。試用期間を延長して適性をみ

てください。 など

5 労働時間
�業務日報を書くのに時間がかかります。業務日報を書くために残業してよい

ですね？
�自宅でも業務をしていますので、持ち帰り残業と認めてください。
�待機している時間も待機時間であり労働時間になるはずです。 など

6 メンタル疾患、休職
�なぜ私がメンタル疾患だと周りの人に話したのでしょうか。
�休職を発令されたことは聞いていません。
�勝手に休職を発令しないでください。 など

1 採用・内定
�面接時に、労働条件についてそのような説明は受けていません。
�採用面接でそのような質問をしてよいのでしょうか？
�内定取消事由は無いと思います。内定取り消しは違法です。 など

7 解雇・退職
�会社から退職を促されて退職届を出したので、自己都合ではなく会社都合です。
�確かに退職すると言いましたが、まだ日時を決めていないので、やっぱり退

職するのをやめます。
�退職勧奨に応じないとはっきり伝えたのにそれ以降も退職勧奨を続けたの

は違法です。  など

�勤務地、職種限定で入社したので、異動命令には応じられません。
�病気のため出社はできませんが、在宅勤務なら可能です。
�この出向命令は私を退職させる目的であり違法です。 など

3 人事・異動

�その業務は私がすべき業務ではありません。嫌がらせです。
�残業命令には応じられません。その日は都合があります。
�私以外の人が同じことをしても注意指導されていません。なぜでしょうか？ 

など

4 服務・業務命令

※状況に応じ、内容を見直すことがあります。

講義内容

052-485-7154　　rodo@ailabor.or.jp　　https://ailabor.or.jp/rodo/


